
資料１

今後のＥＴＣ活用の方向性等について



ＥＴＣの利用・普及状況ＥＴＣの利用・普及状況

平成１９年１０月現在のＥＴＣ利用率は全国で７０．５％、首都高速で７７．６％

ETC利用状況の推移
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ＥＴＣの利用・普及状況（２）

ＥＴＣ利用率、普及率ともに都市部が高く、地方部が低い
特に北海道、東北、九州地方が低い状況

ETC利用率（H19.8）：全国平均６５．９％ ETC普及率（H19.9）：全国平均２２．１％

ＥＴＣ利用率：ＥＴＣ導入済み料金所におけるＥＴＣ利用車の割合

ＥＴＣ普及率：自動車保有台数に占めるセットアップ台数の割合



ＥＴＣを利用しない理由

現金利用者アンケート （H18.9高速道路６会社) ※いずれも複数回答可

【個人所有車】 （N=７８８） 【法人所有車】（N=３８９）
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ＥＴＣ普及促進策

普及促進策 内 容 備 考

ＥＴＣリース制度
ＥＴＣ導入にあたって、２年以上の分割払いの場合に一定額（４輪車；
5,250円、２輪車；15,750円）を国費より助成 累計 約110万台

パーソナル

カード

クレジット契約しない方等を対象に、予め保証金（デポジット）を預託の

上、通行料金を金融機関の口座から引き落とす方式のETC専用カード。
新規加入者に対し年会費無料キャンペーンを実施。

累計 約1.1万枚

利用履歴発行
サービス

インターネットや首都圏４３箇所、阪神圏２３箇所のＳＡ、ＰＡに卓上プリ
ンターでETC利用履歴を発行。 －

車載器無料

キャンペーン

高速道路会社やカード会社、カー用品店等がＥＴＣカードの新規加入者
等に対して、ＥＴＣ車載器無料キャンペーンを実施

－

マイレージポイ
ントプレゼント

ＥＴＣ導入にあたって、高速道路会社がマイレージポイントをプレゼント
累計 約450万台

ワンストップ
サービス

ＥＴＣカード発行、車載器購入、取付、セットアップを1箇所（１日）ででき
るサービス。SA、PA、カー用品店、大規模商業施設など全国各地で実
施。

累計 約100万台

標準装備化

現在、標準装備７車種、メーカーオプション２８車種が設定されており、各社において毎年増

加している。

トヨタ：６７車種中 標準装備 ７車種 メーカーオプション １３車種

日産：４２車種中 メーカーオプション １３車種

ダイハツ：２５車種中 メーカーオプション ２車種

累計 約90万台



ＥＴＣの多目的利用の推進

DSRCアンテナ

神戸市新港第３突堤

乗船手続時間が
１５分から１５秒に短縮

駐車場決済 フェリー乗船手続き

桜橋駐車場

普段はフラップを立ち上げて、障害者の車がきたときに、
車載器と路側アンテナが通信し、フラップを格納。

大曽根駐車場

駐車場の入退場のゲートの開閉や駐車料金の決済をお
こない、登録したクレジットカードでまとめて決済。

・ 昨年４月から有料道路以外でもＥＴＣによる料金決済等が可能となるよう利用車番号制度を開始
・ ２００５年から公共駐車場４箇所（札幌、東京、名古屋、大阪）において、料金決済の社会実験を行い、システ
ムの有効性を検証。本年７月からサービス提供中
・ 民間事業者によるサービスも開始され、駐車場やフェリーの乗船手続等へのＥＴＣの導入が進展

フェリー乗船手続きとフェリー乗船料金決済をおこ
なう。

DSRC：狭域通信
大容量・双方向通信が可能で、通信範囲が狭いた
め、特定の車に送受信することが可能



諸外国のETC導入事例 トロント（カナダ、ハイウェイ407ETR）

■ 概要

：407 ETR
：401
：その他の高速道路

・料金所は設置せず、本線のETCとカメラにより料金収受（フ
リーフロー）。
・通行料金は対距離料金で、オフピーク時間は料金割引、ETC
利用は3.5カナダドル/回の一律割引（乗用車）。
・路線延長108km、インター設置間隔は平均2.8km。 1997年
供用開始。
・大型車（5t以上）はETC義務化。
・車載器はすべてレンタルで、月額または年額のレンタル料を
支払う。

・料金所は設置せず、本線のETCとカメラにより料金収受（フ
リーフロー）。
・通行料金は対距離料金で、オフピーク時間は料金割引、ETC
利用は3.5カナダドル/回の一律割引（乗用車）。
・路線延長108km、インター設置間隔は平均2.8km。 1997年
供用開始。
・大型車（5t以上）はETC義務化。
・車載器はすべてレンタルで、月額または年額のレンタル料を
支払う。

■ ETC導入路線

■ 車載器

アンテナ

車種判別
カメラ

ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
カメラ

照明

■ 通行料金

図 車載器取り付け位置図 車載器

車載器あり 車載器なし

通行料金

ピーク時間
（平日6:00A.M.～0:00A.M.、
3:00P.M～7:00P.M.）

16.25セント/km*1
32.50セント/km*2
48.75セント/km*3

＋3.50カナダドル/回*1
＋50カナダドル/回*2
＋50カナダドル/回*3

オフピーク時間
（平日10:00.A.M.～3:00P.M.
、7:00P.M.～6:00A.M.、土日）

15.50セント/km*1
31.00セント/km*2
46.50セント/km*3

同上

車載器レンタル 2.15カナダドル（月額）
21.0カナダドル（年額）

－

料金支払い方法 １ヶ月毎に料金を請求。
銀行引落し、クレジット
カード決済、カスタマーセ
ンターへの現金支払い。

ナンバープレート読み取
りによって、車両所有者
の自宅へ請求。
銀行引落し、クレジット
カード決済、カスタマーセ
ンターへの現金支払い。

*1 小型車 *2 大型車（5t以上）荷台ひとつ *3 大型車（5t以上）荷台複数 1カナダドル＝約110円
（平成19年９月現在）

・料金は後納制だが、未払い通知送付（支払期日から35日後）から
90日間、料金が支払われない場合、ナンバープレート更新を拒否
されることがある。

・料金は後納制だが、未払い通知送付（支払期日から35日後）から
90日間、料金が支払われない場合、ナンバープレート更新を拒否
されることがある。



対象
項目

トロント
（407ETR）

メルボルン
（ｼﾃｨｰﾘﾝｸ）

シンガポール
（ERP）

ニューヨーク
（E-ZPass）

イタリア
（Telepass）

カリフォルニア州
(SR91,FASTRAK)

ロンドン
（シティ）

ドイツ フランス
ソウル
（韓国）

ETC導入時期
目的

1997年9月
料金所ｽﾍﾟｰｽ節約

2000年12月
交通の流れの管理・促進
のため

1998年
混雑緩和等を目的とした
ロードプライシング

1997年
料金所ｽﾍﾟｰｽ節約

1990年
交通管理の高度化、財政
管理の信頼性向上等

1995年12月
混雑緩和、財政健全化

2003年2月
ロンドン中心部の渋滞緩
和のため

2005年1月
輸送事業の競争適正化、
道路コスト適正負担

1987年（ETC導入）
2000年6月（Liber-t導入
（ETC規格統一））

2003年

ETC義務化有無 義務化（法令）
大型車（5t以上）

年間13回以上利用の場
合、ＥＴＣ義務化

義務化（法令）
全ての車両、二輪車

義務化無 義務化無
高速レーン走行の場合は

義務化
－ 義務化無 義務化無 義務化無

運用主体
CINTRA社 transurban Land Transport Authority

New York State Thruway 
Authority

Autostrade
オレンジ郡交通公社

（OCTA）
Transport for London トールコレクト社

各道路会社
ソウル高速道路株式会社

ETC課金対象道路
407ETR
108km

CityLink
22km

7.25km

NewYork State Thruway 
Authority
約1030km

AUTO-STRADA
約5637.8km

SR91の高速レーン
課金区間16km

内環状道路に囲まれた中
心地区内のすべての道路
および国道
22km2

アウトバーン

全国の高速道路等
計8233.1km

ソウル外郭循環道路

システム概要
(周波数帯
通信方式等)

915MHz
アクティブ
フリーフロー

5.8GHz
パッシブ
フリーフロー

2.45GHz
パッシブ
フリーフロー

915MHz
アクティブ

5.8GHz
アクティブ

915MHz
パッシブ
フリーフロー

カメラによるナンバープ
レート確認のため、車載
器なし

GPS／GSM 5.8GHz 5.8ＧＨz、870nm（赤外線）の
併用
アクティブ

路側機設置箇所 ランプ出入り口 本線上 本線上 ランプ出入口 ランプ出入口/本線上 本線上 － － ランプ出入口 ランプ出入口

車載器形状、電源（電
池等）

1ピース
電池式

1ピース
電池式

2ピース 1ピース
電池式

1ピース/2ピース
車両電源／電池式

1ピース
電池式

－ 1ピース
1ピース
電池式

2ピース
電池式

ETC車載器
普及台数

60万台
（2006年５月末）

120万台
（2006年12月末） 150万台

1,600万台
（E-ZPass全体）

510万台
（2006年6月末）

15万台
（高速レーン利用のみ）.

－
54万台

（2006年11月末）
145万台 N.A.

ETC利用率 70%
（2006年５月末）

90%
（2006年12月末）

100%
64.2%

（E-ZPass全体）
50.6%

（2006年6月末）
100%、3万台／日
（高速レーン利用）

－
90%（大型車）
（2006年11月末）

40% N.A.

料金体系 対距離 対距離 定額（変動） 対距離／定額 対距離 定額（変動） 定額 対距離 対距離 対距離/定額

ETC 16.25ｾﾝﾄ/km*1

ｵﾌﾋﾟｰｸ割引あり
1.52～5.71豪ドル
（乗用車）

0～3.5ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ（乗用
車）

約0.035$/mile
(乗用車)

約0.07ユーロ/km 1.15～9.25$
－ －

各道路会社毎に割引制
度あり

特定時間帯割引あり

現金 ＋3.5CA＄/回*1

＋50CA＄/回*2
定額（24時間passの場合
10.9豪ドル）

車載器未搭載の罰金70ｼ
ﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ +10% 同じ

高速レーン課金のため通
常レーンは無料

課金免除車両-割引車両
あり
8£/日

約0.09-0.14ユーロ/km 約0.02-0.08ﾕｰﾛ/km
各社サービスにより異
なるが20%程度割高

特定時間帯割引なし

後納制 前納制 前納制 前納制 後納制／前納制 前納制 前納制 後納制 後納性 前納制

専用口座設定の上、銀行、
ｸﾚｼﾞｯﾄ、請求書払い

指定口座に事前入金 専用のICカードにチャージ 専用口座設定の上、銀行、
ｸﾚｼﾞｯﾄ、現金・小切手

銀行、クレジットカードとの
ひも付け、またはプリペイ
ド

指定口座に事前入金 事前又は当日に入域許可
証を購入

口座自動引落、ガソリン・
カード支払い、クレジット
口座による支払い

月末に指定銀行口座か
ら利用料金引き落とし

各営業所：現金・クレジット、
オンライン（専用カードリー
ダ必要）：口座振込・クレジッ
ト。残高不足の場合は料金
所（現金のみ）でもチャージ
可能

レンタルのみ レンタルのみ
①購入／②外国籍車両
はﾚﾝﾀﾙ可

①レンタル／②購入 ①レンタル／②購入 レンタルのみ － レンタルのみ レンタルのみ レンタルのみ

web登録、郵送
ｵﾝﾀﾘｵ州ﾅﾝﾊﾞｰ車両のみ
が対象

電話、オンライン、現地で
手続き。オーストラリア車
両登録番号必要

販売車両には装着済で販
売している

web登録、郵送、FAX
ナンバープレート情報必
要

事前に提携会社に加入申
し込み、外国車両可

web登録、等

－

車両登録後、サービス
パートナーが設置

店頭、オンライン、電話
で申し込み可能。
二輪車および乗用車、
3.5t以下のトラックのみ

店頭、オンライン（郵送）で
申し込み可能。車登録証、
住民登録証が必要。

車載器料金等 2.15 CA＄/月
（年額21CA＄）

①なし
②2.75豪$/月

①152.9ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ$ なし ①3.1ユーロ/3ヶ月
②49.9ユーロ なし － なし 20ユーロ/年

2,000ウォン/月
25ヶ月間は賃貸保証金から
引き落とす

保証金等

なし

①50豪$（銀行、クレジット
払いの場合は不要）＋50
豪$（プリペイド料金）
②20豪$（保証金）

②122.30ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ$（保証
金）＋
5.05ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ$/日
①②ともICカード購入に10
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ

10$（クレジット払いの場合
は不要）＋
25$（プリペイド料金、基本
プランの場合）

なし

7$/月（プリペイド料金、標
準プランの場合）

－

なし
（取付費用はユーザー負
担） 30ユーロ

賃貸保証金50,000ウォン
/25ヶ月

把握方法 ｶﾒﾗによるﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ記
録

ｶﾒﾗによるﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ記
録

ｶﾒﾗによるﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ記
録

ｶﾒﾗによるﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ記
録

ｶﾒﾗによるﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ記
録

ｶﾒﾗによるﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ記
録

ｶﾒﾗによるﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ記
録

ｶﾒﾗによるﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ記
録、ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

非公開
カメラによるナンバープレー
ト記録

罰則・請求方法 車両所有者住所への請
求書送付。未払い者には
遅延料金加算。

車両所有者住所への請
求書送付。

車両所有者住所への請
求書送付。罰金10ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ$（残高不足、ｶｰﾄﾞ未
挿入）、70ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ$（車
載器不搭載）

車両所有者住所への請
求書送付。

車両所有者住所への請
求書送付。「無払い」「チ
ケット非提示」は、罰金が
科せられる。

車両所有者住所への請
求書送付。

課金不払いの場合、ペナ
ルティとして超過金を徴収。
（14日以内：50£
15～28日以内：100£
それ以降：150£）
3つ以上のペナルティで車
両撤去等

料金不払い等は最高2万
ユーロの罰金、支払い証
明不携帯等に対しては最
高1万ユーロの罰金

未払いの場合、18%分
の罰金が追加請求され
る。

告発措置及び車両の差し押
さえが行われ、各種の割引
が利用できない。
常習違反者にはHi-passの
利用禁止及び車載器の回
収措置。

多目的利用 なし 駐車場料金決済 駐車場料金決済
駐車場料金決済

（JFK空港等計3空港）
なし

駐車場料金決済（サンフ
ランシスコ国際空港）

－ － なし なし

備考
*レートは2007年1月

*1小型車ﾋﾟｰｸ時、*2大型
車、100円/CA＄

90円/豪$ 80円/ｼｶﾞﾎﾟｰﾙ＄ 120円/＄ 150円/ユーロ 120円/＄ 240円/£ 150円/ユーロ 150円/ユーロ 0.13円/ｳｫﾝ

不正
対策

車載器入手方法

車載
器

料金収受方法
（ETC）

料金

普及

シス
テム
概要

ＥＴＣ
の概
要

平成19年2月（財）道路システム高度化推進機構調べ

（参考）海外のＥＴＣの事例



首都高速及び阪神高速における距離別料金制への移行とＥＴＣ利用

Ⅲ 高速道路ネットワークの有効活用のための料金のあり方

（３）首都高速道路及び阪神高速道路の有効活用のための料金のあり方

首都高速道路及び阪神高速道路について、大都市圏ネットワークの料金体系との整合を図りつ

つ、均一料金から距離に応じた料金へと移行することは、利用者負担の公平化や一般道路を含め

たネットワークの効用の最大化を図る観点から必要な措置であり、他の高速道路や公共交通の料

金体系の現状からも一般的に受け入れられるものと考える。

（略）

具体的な料金の制度設計については、･･･（略）･･･、当面、現在の料金圏を存続し、各料金圏

において現行の料金水準を勘案した距離別の料金設定をすることが適当である。

＜関連意見＞

・ 対距離制の導入に向けてＥＴＣの更なる普及が重要ではないか。一方で、現金利用者が相当程

度少数派になれば、ＥＴＣ車と現金車に対する料金徴収費用の差に応じた額を現金車に割増料金

として課すことも検討すべきではないか。

・ 現金車への対応についてもＥＴＣ普及の施策とあわせて考えるべきではないか。

社会資本整備審議会道路分科会 有料道路部会（平成１９年８月３１日公表）
「新たな課題に対応した今後の有料道路のあり方について－中間とりまとめ－」（抜粋）



首都高速・阪神高速におけるＥＴＣの利用状況
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H19.7

73.6%

75.9%

95.6%

ＥＴＣの利用は、首都高速、阪神高速で７割を超え、大型車では９５％を超える状況。



現金車への対応

都市高速道路では出口料金所がないため、出口にＥＴＣ施設を設置して出口情報（距離）を把握す
るシステムを前提としている。
⇒現金車は出口情報（距離）を把握できない。
⇒このため、現金車に対しては距離に応じた料金を徴収することは不可能。

入口 出口

ＥＴＣ利用車

現金利用車

なし

出口情報（距離）を把握できない。

ＥＴＣ

ＥＴＣ

現金



週１，２日,
15.7%

週３～４日,
24.3%

それ以下,
2.1%月１～３日,

5.3%

ほぼ毎日,
52.6%

ほぼ毎日,
18.0%

週３～４日,
19.9%

週１，２日,
22.4%

それ以下,
9.7%

月１～３日,
30.0%

首都高速道路・阪神高速道路における利用頻度別の利用状況

ＥＴＣ車 現金車

＜首都高速道路＞

＜阪神高速道路＞

ＥＴＣ車については、約８割が週３回以上の多頻度利用者。一方、現金車については、約６割が週２日
以下の利用。

週１，２日,

12.4%

週３～４日,

18.5%

それ以下,

1.4%
月１～３日,

4.7%

ほぼ毎日,

63.0%

ほぼ毎日,

19.0%

週３～４日,

20.0%

週１，２日,

21.0%

それ以下,

9.0%

月１～３日,

31.0%

76.9%

81.5%

62.1%

61%

平成１９年７月

首都高速道路㈱調べ

平成１９年７月

阪神高速道路㈱調べ



ＥＴＣ利用率７０％の状況においては、ＥＴＣ車と現金車のコスト差は１台当たり５８円。利用率が
上昇するにしたがって、差は拡大。

ＥＴＣ車と現金車の１台当たり料金収受コスト

ＥＴＣ利用率８０％ＥＴＣ利用率７５％ＥＴＣ利用率７０％

40円
98円

30～40円

ＥＴＣ利用率９５％ＥＴＣ利用率９０％ＥＴＣ利用率８５％

現金車ＥＴＣ車 平均

57円 37円

115円

35円

141円

34円

185円

33円

270円

32円

524円

78円58円
106円

151円

237円

492円

57円 57円

57円 57円 57円

※ＥＴＣ利用率100%の場合は29円（不正通行やトラブルに対応するための現場での人件費は無いものと想定として算出）

※ＥＴＣ車：①ＥＴＣ収納手数料、②ＥＴＣ運営管理費、③施設維持管理費、④施設減価償却費等

現金車：①料金収受員業務委託費、②施設維持管理費、③施設減価償却費等

※ＥＴＣ利用率の増加に伴い、現金車が減少するため、時間あたりの処理台数から必要レーン数を算出

※ＥＴＣ車のコストには、料金所におけるＥＴＣトラブルに対応する要員のコストは計上していない。

※首都高速道路、阪神高速道路データ（H18）より作成



ＥＴＣ未搭載車への対応

「距離別料金の意見募集案について」（平成19年9月20日首都高速道路㈱）＜抜粋＞

ＥＴＣ未搭載車については、上限料金の適用を避けるため、次の対応を考えます。

①ＥＴＣパーソナルカード（注1）発行によるＥＴＣ普及促進を図ります。

②距離別料金を適用するため、次のような補完システムを用意できるよう検討します。

１）料金所で停止して、電子マネーで上限額を前払いする

２）無線装置（注2）で入口・出口を把握する

３）前払額と距離別料金との差額を電子マネーで返金する

（注1）ＥＴＣパーソナルカードとは、有料道路の通行料金のお支払いにだけ使えるＥＴＣカードで、クレジッ

トカードを作らなくても発行されます（デポジット＜保証金＞が必要となります）。

（注2）無線装置とは、ＥＴＣ車載器類似の機器で簡便に自動車に装着できるものを想定しています。

※上記の補完システムを利用する場合には、料金所での一旦停止を要し、ＥＴＣのようなノンストップ通行に

よる改善効果も期待できないことから、ＥＴＣ無線通行を対象とする割引は適用しない方向で検討します。



不正通行への対応策

高速道路６会社が管理する道路での不正通行件数は平成１４年度の４０万件から平成１８年度９６万件に増加。

確実な債務の償還・負担の公平の観点等からも、適正な料金徴収を行うことが重要であり、不正通行撲滅に向け

た対応策の実施が急務である。

不正通行の形態・手口

○強行突破等

・開閉バーを押し開けて通行し、料金の支払いを免れる。

・前を走るＥＴＣ車に接近して走行し、開閉バーが閉じる前

に通行することにより、通行料金の支払いを免れる。

・ＥＴＣカード未挿入、カードの有効期限切れ、ＥＴＣ収受機

械の通信異常により課金が出来ないまま通行する。 等

○不払い宣言

・「無料通行宣言書」を料金収受員に手渡し、通行料金を

支払わずに通行する。

○その他

不正通行対応策

○高性能ビデオカメラの試行又は設置

○開閉バーの試行又は設置

○ＥＴＣお知らせアンテナの増設等

○ポスター、チラシ等による不正通行防止の啓発

○未納料金の回収

○組織（体制）づくり

○警察等関係機関との連携強化

○道路整備特別措置法の罰則等の活用

＜参考＞道路整備特別措置法（抄）

（料金徴収の対象等）

第二十四条

３ 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、

国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他

の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収の車両は、当該通行方法に従って、

道路を通行しなければならない。

（割増金）

第二十六条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することが

できる。

（罰則）

第五十八条 第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、三十万以下の罰金に処する。



・一般レーンにおける強行突破抑止のため、開閉

バーを設置

不正通行への対応策（２）

○高性能ビデオカメラの設置

西日本高速道路㈱資料

・ＥＴＣレーンにおいて、車載器へのカード未挿入、差し込み不

足等による開閉バーへの接触等のトラブルが発生しているこ

とから、料金所手前にアンテナを設置し、カード未挿入、差し

込み不足等を警告

・ＥＴＣレーン等における不正通行者を特定するため、

高性能ビデオカメラを設置

○開閉バーの設置（一般レーン）

○ポスター、チラシ等による不正通行防止の啓発

１５０ｍ～３ｋｍ
※箇所によって異なります

（お客様の車載器）
「ピーッ、ETCは利用
できません」

料金所

ETCカード未挿入お知らせアンテナ

カード未挿入または挿入状態が不十
分な場合に、車載器に対してｱﾅｳﾝｽ
の指示を出す

○ＥＴＣお知らせアンテナの設置

・ＳＡ・ＰＡでのポスター掲示、チラシ配布により不正通行の防
止を啓発
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